
甲第 A１号証







鱚一号様式償四条属繹） (A4) 

住宅宿泊事業届出書
（第一繭）

住宅書沿事菜法鬱3条第1項の規定により..住宅響泊事彙の届出をし拿す。
この届出書及び添付帯類の記載事項は、事実に相違ありません。

鋼崎殿
届出者 商号又は名称 ．．．．．

氏 名

（枷人である場合においては、代表者の氏名）

霞語番号一

ファクシミリ看

曼付番号 受付隼月日

I 崖 ー・—_-- ． I 

年 月 日

：嘔竺］
第

ー，．］＂＇とl 攀 月 日

』

-

L

号

◎ 商号、名称又は氏名、住所及び違餡先

法人番号

フ リ ガ ナ
滋人・饂人の別
□ l．法人

2.個人
商号、 名称
又は 氏 名

一

郵便番号 1..1-1 ..

住 所

電話番号 1-- -
EJ

◎ 代表者又は債人に関する事項

フ リ ガナ・一

氏 名

生年 月 日 ー ・ 年ー Jll-la

極 則一

瀧纏欄



、 ．

第一号様式 a'四条闘繹） {A4) 

住宅宿泊事業届出書
（第一薗）

住宅宿惰事菜法露3条第1項の規定により、笠宅書泊亨業の届出をし事す。
この届出書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

年 月 日

鵞碍殿
届出者 商号又は名称 -

氏 名

（羞人である編合におvヽては、代賽者の氏名）

電誦番 号 ．． -

ファクシミリ薯

曼付番号 受付年月日

I 直

：国記
第

年 月 日 日
◎ 商号、名称又は氏名、住所及び違舶先

法人 番号 1
フ リ ガナ

廣岳、 名称
又 は 氏 名

郵便毒号 一 一

住 所

電語番号

．

，

極人・偏人の別
ロ 1法人

2. 個人

-
EJ

◎ 代表者又は個人に関する事項

こ』—•
生年 月 日

-■-

性 胴

•I 月 1 ．鳥l日 一



第一号様式渾四条閲係） (A4) 

住宅宿泊事業届出書
（第一面）

住宅宿泊事業法第3条第1項の規定により、住宅宿泊享業の届出をします。
この届出菩及び添付杏類の記裁享項は、事実に相違ありません。

年 月 日

紺翁碍殷
届蒻商号又は名称 ．． -

氏 名

（法人である拐合においては、代表者の氏名）

電話 番 号一

ファクシミリ番号

受｛寸番号 受付年月日
u
 

言ご口
第

?．，..］二月日 年 月 日
·

’

 

号

◎ 商号、名称又は氏名、住所及び連絡先

法人 番 号

フ リ ガ ナ 一
法人・個人の別
曰 l．法人

2. 00人
商分、 名称 I-
又 は 氏 名

郵便番 号 ー·- 一

住 所

笥話番 号 『
ロ

◎ 代表者又は個人に関する事項
プ リ ガナー

氏 名

生年月 n - ―年 •• •月 一H

性 別

-――＿三―-三一ー―――――

―



第一号様式（第四条関係） (A4) 

住宅宿泊事業届出書
（第一面）

住宅宿泊事業法第3条第1項の規定により、住宅宿泊苺業の届出をします。
この届出密及び添付香類の記載亨項は、手実に相違ありません。

年 月 日

謬崎毀
届出者 商号又は名称 ・.... 

氏 名

（法人である垢合においては、代表名の氏名）

鼈話番号--

ファクシミリ番号

受付番号 受付年月日
出

J `
 

‘
 

：口第
年 月 日

・

�
サ

◎ 商号、名称又は氏名、住所及び連絡先

法人番 号 I 
フ リ ガ ナ

商号、 名称
又 は 氏 名

郵便番号 一 I-| 一 l 

住 所

I 電諾番 号

法人・僕人の別
□ l法人

2. 偲人

『]
◎ 代表者スは個人に関する事項

フ リ ガ ナ

氏 名

生年 月 日
● l●●.一-
性

・

剰

見1 _, a 



算輯式償麟靡） (A4) 

住宅宿泊事業届出書．
償一薗）

住事3条露l項の蠣定により、匹泊事集の層出をします．
この属出書及び瓢付書順0J配艤事項は、事寓に楕遍ありまをん。

松慶
眉岨『 冑号ヌは名壽· ’' ．． 

氏 名

偉である曇合に諏ヽては、雌看の氏名）

電甑番号一
ファクシリ署

年 月 日

曼匹号 曼月日

［攣

：逗竺！
霧

ご．．こ戸月日 年 月 日
1

ー

.
9

 極•儘人の躙
ロ 1．臥

2.傭

繭号、 名壽
又は 氏 名

壽畏

住

-
EJ

◎随者ヌは儘人に酎る事＇
フ リ ガナ

氏 . 4!. 

生年員 目 一 尋 JJI- 11:1 

憾 調 •- -  一



粛4膚式償1111蜘醐） (A4) 

住宅宿泊事業届出書
復一繭）

住宅賓泊事業鰊鑽3彙篇1項の籟1こより、住宅畠泊事粛の層出をします．

この眉出書及び瓢H書瓢ヽ凡“島事項は、事実に襴違ありません．

榔
戴

属出肴 繭号又は名壽 •■■■• 

氏 ・ 名 ． → 

（滋人である場合心いては、代衰者の酪）

電爾薔 号 ・---

ファクシリ看号

年 月 日

曼付書号 曼付月日

I I 裏

―

―

 

：直記
露

年 月 日
り
ー

◎ 繭号・名壽又は氏名、住所及び違篇先
椒人曇晉

フ リガナ

繭号、 名称
又 は 氏名

一

枷人・饂人の鷺l
ロ 1.m

2.値人

瓢侵壽号 I - 一

住 所

電菖書号 1•••••• 一
日

◎随者刃讀Iぷ酎る如,

フリ ガナー

氏 嶋一

生
―

年 月 a - ．． ト學 •• 員 一、日
性 罵

"I
I-

1
―

 

一



鴛 8曇式濱圃粂園償） (A4). 

住宅宿泊事業届出書
“'一薗）

住宅書泊事業撫露3粂1項の颯定により、住宅奮泊事婁の届出をし東す．

この眉出書及び謳付書顧II)記嶋喜岨は、事夷に楕違ありまをん．

年 員

順

層輝 圃号又は名壽

氏 名

（甑人であヽては、代裏看の氏）

電繭書号 •■■-

ファクシリ看号

一

曼付舅 受研月日

l l 肇

T

=

•

 

•

直

眉出暑号

層出年月日

纂
』

-

―

年 月 a
 

●

,

.

暑

◎ 割、絹壽又雌濠鰭及n鰤

藪 人看号 I 
J 

フ リ ガナ
ヽ

冑号、 名称

ヌ は 氏名

露饗番号 一 I- I — .l 

住 賣

電奮養号 I 

諏•錮人の調ロ 1.iii);.,
2. 欄人

-
EJ

◎障者ヌは饂人四ける事

フ リ ガナ

氏 名

星隼月 日 ＿＿ 9 - 一年 一月 一 a

性 置l

-









甲第２号証



観光庁の見解・回答
甲第３号証



観光庁の見解・回答
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観光庁の見解・回答
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甲第A8号証

住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）

③届出の効力等に関する考え方で，届出は到達主義の事実行為であり，届出を収受して，届出を

却下せず，保管している状態は，届出に不備や法令違反がなく，形式的要件を満たし，受け付けた

状態であり，首長は，届出番号を通知する（付与する）義務があることの証明で，届出番号の付

与は行政行為（処分）ではなく，事実行為の証

2-1. 住宅宿泊事業の届出

(1) 住宅宿泊事業の届出（法第3条第1項関係）

① 届出の方法について

「住宅宿泊事業を営む旨の届出」については、 住宅の所在地を管轄する都道府県

知事又は保健所設置市等の長（以下「都道府県知事等」 という。）に対して行うも

のとする。

． 届出は、 民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とする。

② 届出の単位等に関する考え方について

「住宅jとは、 1棟の建物である必要はなく 、 建物の一 部分のみを住宅宿泊事業

の用に供する場合には 、 当該部分が法第2条第1項に規定する「住宅」の要件を満

たしている限りにおいて 、 当該部分を「住宅」として届け出ることができる。 例え

ば、 1棟の建物内で店舗と住宅といったように複数の用途が併存する建物において

は 、 店舗部分を除いた住宅部分のみ「住宅」として使用することが可能とされてい

るのであれば 、 その部分のみを「住宅」として届け出ることができる。 このため 、

届出の際に添付する住宅の図面についても 、 国・厚規則第4条第4項第1号チ（同

項第2号ホに規定するものを含む。）に規定する事項が明示されていれば、住宅宿泊

事業の用に供する部分のみを対象とすることで足りる。

③ 届出の効力等に関する考え方について

• 本法及び国・厚規則で規定している届出書の記載事項及ぴ節付魯類は、届出者が 、

届出住宅について使用権限を有していること 、 事業実施のために必要となる事項を

満たしていること及び欠格事由に該当しないことについて確認するために求めるこ

ととしているため 、 記載事項又は添付書類に不備があり 、 形式的要件を満たしてい

ない届出は受け付けられないこととなる。 また、」止止と孟は止止と趾磁且凸雄逗ユ

は、 すみやかに届出番号の通知を行う必要がある。 なお、 届出番号が通知されない

場合には標識の掲示ができない こととなる。 届出番号が通知される前に事業を開始

した場合には法第13条に規定する栢識に届出番号を記載できないことから 、 同条に

違反しているものとして罰則等の対象となる。

・ 住宅宿泊事業は一 の「住宅」について、 一の事業者による届出のみ可能であり 、

既に届出がされている「住宅」について 、 重複して届け出ることはできない（※）。

なお 、 既存の住宅宿泊事業者が届出住宅の使用権限を失っている等により事業を

行うことができないことが明らかであることが確認できた場合は 、 当該事業者に対

11 



甲第A9号証
住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）

②標識の発行に関する考え方で，届出を受け付けた首長は，その長の名称を記載した上で，税金

を使って発行しなければならないことから，標識の交付は，行政庁内の決裁プロセスを経た上

で，発行される行政行為で，これが住宅宿泊事業者に対する最初の処分であることの証明

なぜなら，標識は，住宅宿泊事業者でなければ行政庁から交付されない公的な証明書だから。

(8) 標識の掲示 （法第13条関係）

① 標識の掲示に関する考え方について

・ 標識は 、 住宅宿泊事業を実施している間は継続して掲示する必要がある。例えば、

入居者募集を行っている賃貸物件において住宅宿泊事業を行う場合は、入居者が決ま

り、 届出住宅を貨袋使用している問も、 椋識を掲示することが求められる。

・ 標識は、 届出住宅の門扉、 玄関（建物の正面の入り口）等の、 概ね地上1. 2メ ート

ル以上1.8メ ートル以下（表札等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法2メ

ールの高さ以内）で、 公衆が認識しやすい位罹に掲示することが望ましい。

・ 標識の掲示に当たっては、 ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成又は

加工を施すことが望ましい。

・ 共同住宅の場合にあっては、 個別の住戸に加え 、 共用エントランス、 集合ポスト

その他の公衆が認識しやすい箇所へ簡素な標識 （※）を掲示することが望ましい。

なお、 分譲マンション（住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の

居住の用に供する専有部分のあるものである場合）の場合は、 標識の掲示場所等の

取扱いについて、 予め管理組合と相談することが望ましい。

・ 戸建て住宅の場合にあっても、 届出住宅の門の扉（二世帯住宅等で玄関が複数あ

る場合や、 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同

ーの敷地内にある場合等）、 玄関（門扉から玄関まで離れている場合等）等への掲

示によるだけでは、 公衆にとって見やすいものとならない場合には 、 簡素な標識（※）

を掲示することが望ましい。

※ 簡素な椋識とは、 例えば、標識の一 部分を、集合ポスト等の掲示が可能なスペ

ースに合わせて掲示するといった方法が考えられる。

② 標識の発行に関する考え方について

． 届出番号、 住宅宿泊事業者等の連絡先等の正確な記載を確保し、 また 、 記載事項

の把握を容易にする観点等から、 都道府県等が標識を発行する場合には、 省令の様

27 

（別紙）

式に基づき届出を受け付けた都道府県等がその長の名称を記載した上で、 発行する

ものとする。

• この際 、 都道府県等において 、 様式を変更しない限りにおいて 、 偽造防止の観点

からロゴマ ー クを空いているスペー スに記載すること、 特殊なシールを貼付するこ

と等様式に上乗せしても差し支えない。
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住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）

③届出の効力等に関する考え方で，届出は到達主義の事実行為であり，届出を収受して，届出を

却下せず，保管している状態は，届出に不備や法令違反がなく，形式的要件を満たし，受け付けた

状態であり，首長は，届出番号を通知する（付与する）義務があることの証明で，届出番号の付

与は行政行為（処分）ではなく，事実行為の証

2-1. 住宅宿泊事業の届出

(1) 住宅宿泊事業の届出（法第3条第1項関係）

① 届出の方法について

「住宅宿泊事業を営む旨の届出」については、 住宅の所在地を管轄する都道府県

知事又は保健所設置市等の長（以下「都道府県知事等」 という。）に対して行うも

のとする。

． 届出は、 民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とする。

② 届出の単位等に関する考え方について

「住宅jとは、 1棟の建物である必要はなく 、 建物の一部分のみを住宅宿泊事業

の用に供する場合には 、 当該部分が法第2条第1項に規定する「住宅」の要件を満

たしている限りにおいて 、 当該部分を「住宅」として届け出ることができる。 例え

ば、 1棟の建物内で店舗と住宅といったように複数の用途が併存する建物において

は、 店舗部分を除いた住宅部分のみ「住宅」として使用することが可能とされてい

るのであれば 、 その部分のみを「住宅」として届け出ることができる。 このため 、

届出の際に添付する住宅の図面についても 、 国・厚規則第4条第4項第1号チ（同

項第2号ホに規定するものを含む。）に規定する事項が明示されていれば、住宅宿泊

事業の用に供する部分のみを対象とすることで足りる。

③ 届出の効力等に関する考え方について

• 本法及び国・厚規則で規定している届出書の記載事項及ぴ節付魯類は、届出者が、

届出住宅について使用権限を有していること 、 事業実施のために必要となる事項を

満たしていること及び欠格事由に該当しないことについて確認するために求めるこ

ととしているため 、 記載事項又は添付書類に不備があり 、 形式的要件を満たしてい

ない届出は受け付けられないこととなる。 また、」止止と孟は止止と趾磁且凸雄逗ユ

は、 すみやかに届出番号の通知を行う必要がある。 なお、 届出番号が通知されない

場合には標識の掲示ができないこととなる。 届出番号が通知される前に事業を開始

した場合には法第13条に規定する栢識に届出番号を記載できないことから 、 同条に

違反しているものとして罰則等の対象となる。

・ 住宅宿泊事業は一 の「住宅」について、 一の事業者による届出のみ可能であり 、

既に届出がされている「住宅」について 、 重複して届け出ることはできない（※）。

なお 、 既存の住宅宿泊事業者が届出住宅の使用権限を失っている等により事業を

行うことができないことが明らかであることが確認できた場合は 、 当該事業者に対

11 



住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）

②標識の発行に関する考え方で，届出を受け付けた首長は，その長の名称を記載した上で，税金

を使って発行しなければならないことから，標識の交付は，行政庁内の決裁プロセスを経た上

で，発行される行政行為で，これが住宅宿泊事業者に対する最初の処分であることの証明

なぜなら，標識は，住宅宿泊事業者でなければ行政庁から交付されない公的な証明書だから。

(8) 標識の掲示 （法第13条関係）

① 標識の掲示に関する考え方について

・ 標識は 、 住宅宿泊事業を実施している間は継続して掲示する必要がある。例えば、

入居者募集を行っている賃貸物件において住宅宿泊事業を行う場合は、入居者が決ま

り、 届出住宅を貨袋使用している問も、 椋識を掲示することが求められる。

・ 標識は、 届出住宅の門扉、 玄関（建物の正面の入り口）等の、 概ね地上1. 2メ ート

ル以上1.8メ ートル以下（表札等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法2メ

ールの高さ以内）で、 公衆が認識しやすい位罹に掲示することが望ましい。

・ 標識の掲示に当たっては、 ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成又は

加工を施すことが望ましい。

・ 共同住宅の場合にあっては、 個別の住戸に加え 、 共用エントランス、 集合ポスト

その他の公衆が認識しやすい箇所へ簡素な標識 （※）を掲示することが望ましい。

なお、 分譲マンション（住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の

居住の用に供する専有部分のあるものである場合）の場合は、 標識の掲示場所等の

取扱いについて、 予め管理組合と相談することが望ましい。

・ 戸建て住宅の場合にあっても、 届出住宅の門の扉（二世帯住宅等で玄関が複数あ

る場合や、 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同

ーの敷地内にある場合等）、 玄関（門扉から玄関まで離れている場合等）等への掲

示によるだけでは、 公衆にとって見やすいものとならない場合には 、 簡素な標識（※）

を掲示することが望ましい。

※ 簡素な椋識とは、 例えば、標識の一 部分を、集合ポスト等の掲示が可能なスペ

ースに合わせて掲示するといった方法が考えられる。

② 標識の発行に関する考え方について

． 届出番号、 住宅宿泊事業者等の連絡先等の正確な記載を確保し、 また 、 記載事項

の把握を容易にする観点等から、 都道府県等が標識を発行する場合には、 省令の様

27 

（別紙）

式に基づき届出を受け付けた都道府県等がその長の名称を記載した上で、 発行する

ものとする。

• この際 、 都道府県等において 、 様式を変更しない限りにおいて 、 偽造防止の観点

からロゴマ ー クを空いているスペー スに記載すること、 特殊なシールを貼付するこ

と等様式に上乗せしても差し支えない。
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最初の届出 
住宅宿泊事業届出 
2018年５月８日収受
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届出の再現の 
住宅宿泊事業届出 
2019年2月15日収受 
2019年5月２９日受理

甲第B１号証

※届出に受理という概念はないが, 中央区が届出番号と標識の交付のことを, 受理という言葉を使うので,
そのまま利用する
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【調査・回答願い】 
保健所職員X氏の住宅宿泊事業届出 
の妨害行為・権利侵害等について



甲第B17号証
渡 部 蕪 様

平成30年8月23日

中央区総務部総務課長
Y 

祖子メールによる調査依頼への同答について

日頃は、中央区の保健衛生行政にご協力いただき、ありがとうございます。

渡部様から平成30年8月4日付けで送信されました竜子メールによる各部署に関わる調

査の依頼について下記のとおり回答いたします。

記

1 回答事項について
渡部様から多くの質問をいただいておりますが、 概ね「保健所の職員の行為が法令違反

かどうか」、 「違法行為が立証された場合の関係職員の処分」及ぴ「届出番号の交付」の
3点にまとめられると思いますので、それぞれについてご回答します。

2 回答について

(I)保健所の職員の行為が法令違反かどうか
ア 住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）は、住宅宿泊事業を営もうとする住

宅ごとに届出をしなければならないところ、ここにいう住宅は、 同法第2条第1項

各号の要件を満たすことが必要です。
ところが、渡部様からの届出に係る住宅は、保健所から平成30年6月I2日の

鼈子メ ールにて確答したとおり、住宅宿泊事業法第2条第1項第2号の要件を満た
しておりませんので、当該事業を適法に営むことが可能であるかのような外観を呈

する標識（届出番号入りのもの）を発行することはできないというのが保健所の考
えです。

イ 行政手続法（平成5年法律第88号）第37条に届出について明記されておりま
すが、 届出をすぺき義務には、 ①通知行為を完了させるいわば手続上の義務と、②
真実の事項を通知するいわば実体的な意味における義務の2つがあるところ、 ご指

摘の条文に 「 当該届出をすぺき手続上の義務が履行された」と明記されているとお
り、 当該条文は、もっぱら手続的側面である上記①に着眼した規定です。

本件については、 届出の内容が正しくなければ、 それに応じた実体的効果が生じ

ることはありません（上記②の関係では、 住宅宿泊事業法第73条第1号には、虚
偽の届出に対する罰則まで規定されています。）。

ウ 以上から、渡部様からの届出に対する保健所の取扱いに違法性はありません。

(2)違法行為が立証された場合の関係職員の処分
上記（I)のとおり、峡阻旦ととと．る渡部様からの届出の取扱いに違法性はありませ

んので、 関係職員の処分は行いません。

(3)届出番号

渡部様からの届出は、 上記（l)のとおり、 実体的効果が生じないため、届出番号を
発行することができないとする保健所の対応に問題はありません。

総務部総務課法規係
公開請求について
総務課情報公開係
関係について
人事係

問合せ先
住宅宿泊事業について

福祉保健部生活衛生課生活循生係（中央区保健所）
法令解釈について

情報
総務部

職員の服務
総務部職員課
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控訴審_東京高等裁判所 
令和元年(ネ)第４５６２号  
国家賠償請求控訴事件





住宅宿泊事業届けの地位確認書 

2018年10月31日 

確認者：渡部 薫 
住 所：  

記 

届出者渡部薫は、東京都中央区保健所に対して、私、渡部薫が2018年5月6日届け出した住宅宿泊
事業届が、2018年10月31日現在、行政手続法第37条届出の法律上どのような状態にあるのか、そ
の地位確認を求めるものである。 

届出の地位の状態を明確にし、いずれかにチェックし、回答すること。なお11月9日の期限内に回
答がない場合は、中央区が第三者に示したとおり、渡部薫の住宅宿泊事業届出は、法的に有効で
行政手続法第37条届出にある通り、その届出は届出機関に到達しておりその義務を果たしている
ことの証明として、中央区の主張する届出が修正できないとする理由は届出の妨害行為と認定す
るものとする。 

□届出者渡部薫の住宅宿泊事業届けは中央区の行政手続き上、無効決裁済みであり、同一住所の
新規届出は受け付けられる

□渡部薫の住宅宿泊事業届けは中央区の行政手続き上、無効決裁の証明ができず有効であるため
同一住所の新規届出は受け付けられない

2018年 11月 9日（回答期限） 

回答者 
中央区福祉保健部生活衛生課 

決裁責任者 印 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
地位確認理由 
中央区保健所は、届出者渡部薫に対して、9月5日の通知書で、届出は事後的に修正の効かないものであるとして、区内の届出手続き処
理上、決裁者が届出の無効決裁をしていると通知した。渡部が行政手続法に基づき無効決裁の証明を責任者の捺印入書面で提供するよ
う求めたが、区はその証明を拒否しており、一保健所職員であり、決裁権限のない竹本一正の通知のみであり法的有効性を持たないも
のである。渡部は届出の義務は完了し、住宅宿泊事業届けの権利を得ているとその地位確認と損害賠償を求め、東京地裁に行政訴訟を
起こしている。渡部の届出が区ないで無効決裁されておらず、有効な状態であるなら区の主張する届出が修正できないという無効理由
は届出の義務完了の妨害行為の証明であり、また区が第三者に新規の届出が受け付けられないと回答する根拠の証明となる。届出を無
効決裁しているのであれば、同一住所で新規の届出を受け付けられるはずであり、区の主張は、先願届出者渡部には無効であると主張
しつつ、第三者の新規届出には、渡部の届出が有効な状態であるため新規届出を受け付けられないという自己の主張と矛盾した主張と
対応をしており、渡部が主張する区の違法かつ不正な行政手続きの証明となり得る。渡部の届出は修正を受け入れられない届出であり、
無効決裁しているのだから、渡部自身は届出が有効であると訴訟しており届出を取り下げる必要もない。区は正当な理由で届出を無効
にしているのだから自信を持って届出が無効であると確認書に決裁者が捺印し確認書を提出すればよい。
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国土交通省 観光庁

2-2ステータス

住宅宿泊事業者または行政担当者が届出に対して何等かの処理を行った場合、ステータスが変更されます。ステータス

については下記の表の通りになります。

表1-3ステータス一覧

ステータス 状餞

作成中 住宅宿泊事業者が届出の新規作成時に、 送信を行わず一時保存している状態。

住宅宿泊事業者が届出の新規作成または「不備連絡Jを受けた届出の修正を行い、届出を送信し
受理待

た状態．

不傭連絡 行政担当者が「受理待」の届出に対し不偏連絡を作成・登録した状態．

住宅宿泊事業者が「作成中」または「不偏連絡」を受けた届出に対して中止処理により手続きを
中止

中止した状態．

受理済 行政担当者が「受理待」の届出を受理した状態．

「受垣男訂の届出について、 住宅宿泊事業者からの廃止等の届出により事業が廃止されている状
廃止等

態．

2-3届出方式

各種届出を作成する際に、届出方式を選択します。届出方式により届出送信から受理までの流れが異なります。
表1-4届出方式一覧

届出方式 駁明

届出書の作成及びその他必要●類のアップロー ドを全て当システムから行う方式．
電子申講・届出

※電子暑名・電子証明書または身分証明●等が必要になります。

届出書の作成及びその他書類のアップロ ー ドは原則本当システムで行うが、

一部の書
電子申請・届出

類については別途郵送または窓口に提出する方式．

（一部書類別送）
※電子署名・電子証明書または身分証明書等が必要になります。

届出書の作成を当システムで行い、●類の提出は全て郵送または窓口に提出する方

式．
申講・届出書類作成のみ

I 
※書類の提出先は住宅の所在地域により異なるため、民泊ポータルサイトを参照する

か自治体に確認してください。

ポイント

◆ 本システムで届出吉等の提出を行う場合は、 電子証明吉による電子署名または身分証明国等が必要になり

ます。

◆ 届出吉等の提出先は住宅の所在地域により異なります。舌類を郵送または窓口に提出する場合、民泊ポー

タルサイトで確認するか、自治体にお問い合わせください。
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